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個人情報の取り扱いについて 

出願及び入学手続に際してお知らせ頂いた個人情報（氏名、住所等）は、①入試実施（出願処理・試験実施）②合
格発表 ③入学手続と、これらに付随する事項にのみ利用します。上記業務の一部は、杏林大学入学センターよ
り当該業務の委託を受けた業者において行いますが、個人情報に関しては安全管理を徹底し、上記目的の範囲内
で利用します。 
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1 群馬県地域枠選抜の目的 

この試験は、将来医師として群馬県内の地域医療に貢献したいという強い意志を持つ入学者を選抜す

ることを目的としています。 

これら入学者には、群馬県が群馬県緊急医師確保修学資金を貸与します。 

 

2 募集人員 

1 名 

 

3 出願資格 

出願時に以下の要件を満たす者。 

1. 高等学校等を卒業した者、あるいは 2026 年 3 月卒業見込みの者。 

 

4 出願要件 

次の 1～3 の要件をすべて満たす者。 

1. 2026 年度本学医学部一般選抜に出願する者。 

2. 群馬県地域枠選抜として合格した場合に、本学医学部への入学を確約できる者。 

3. 医師国家試験合格後、群馬県が指定する医療機関等で臨床研修及び診療業務に 10 年間従事する意

志のある者。 

※10 年間には臨床研修の 2 年間を含む。 

※10 年間から臨床研修を除いた期間（8 年間）のうち 4 年間以上は、将来勤務することとなる時点

の群馬県保健医療計画に明記される医師不足地域の特定病院又は特に不足する診療科のうちか

ら、被貸与者の意見を聴取の上、群馬県知事が指定する医療機関又は診療科に勤務すること（へ

き地医療拠点病院又はへき地診療所に勤務する場合は 3年間以上とする）。 

 

本学が実施する他の地域枠選抜との併願はできません。 

 

  



2026 年度 学生募集要項（医学部 群馬県地域枠選抜） 

2 

5 選考方法・試験日程等 

【1 次試験】 

一般選抜 1次試験を受験して頂きます。合格者は「群馬県地域枠選抜 1 次試験合格者」として発表

します。「群馬県地域枠選抜 1 次試験合格者」とならず、1 次試験合格者となった方も、一般選抜対

象者として一般選抜 2次試験を受験可能です。 

【2 次試験（1 次試験合格者が対象）】 

一般選抜 2次試験（小論文試験、面接試験）を受験して頂きます。 

＊群馬県地域枠選抜に合格しなかった者も、一般選抜の選抜対象となります。 
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6 出願方法 

本学ではインターネット出願を導入しています。本学のインターネット出願は、「学生募集要項を確

認する」→「マイページの登録・出願内容の登録」→「入学検定料の支払い」→「必要書類の印刷と郵

送」の 4 ステップで出願手続が完了します。 

群馬県地域枠選抜においても、上記の 4 ステップに則って出願手続を行ってください。 

インターネット出願サイト（9 月 1日（月）より公開） https://e-apply.jp/ds/kyorin-u/ 

1. 群馬県地域枠選抜への出願の流れ 

事前準備 

学生募集要項確認 

出願登録を行うインターネット環境（パソコン・メールアドレス）

や写真データ、出願書類郵送時に必要となる書類・封筒等を用意し

てください。 

↓  

マイページの登録・ 

出願内容の登録 

インターネット上で、出願する入試区分の選択・志願者情報の入力

を行います。また、入学検定料のお支払い方法を選択してください。 

※出願手続の詳細については、本学ホームページ（https://www.kyorin-u.ac.jp/）
に掲載している「2026 年度杏林大学学生募集要項」で確認してくださ
い。 

↓  

入学検定料の支払い 

クレジットカード・コンビニエンスストア・ネットバンキング・pay-

easy 決済のいずれかの方法で入学検定料を支払ってください。 

※一般選抜の検定料は 6万円です。（群馬県地域枠選抜のための検定料は別

途徴収しません） 

↓  

必要書類の印刷と郵送 

出願登録時に発行される「出願用宛名ラベル」を A4 用紙で印刷して

ください。 

出願書類（本学一般選抜の出願書類及び群馬県地域枠選抜出願書類

一式）を簡易書留・速達で願書センター宛てに郵送してください。 

↓  

受験票の印刷 

検定料支払・出願書類郵送後、受付処理が完了しましたら、随時マ

イページ上で受験票を発行します。各自マイページからダウンロー

ドして A4 サイズで印刷してください。記載内容を必ずよく確認して

ください。 

↓  

受付受験番号の確認 
本学ホームページ上に発表される「群馬県地域枠選抜受付受験番号」

にて、受付の確認をしてください。 
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2. 出願書類について 

本学一般選抜の出願書類及び群馬県地域枠選抜出願書類一式の 2 種類を提出してください。 

① 杏林大学医学部一般選抜出願書類 

「2026 年度杏林大学学生募集要項」の手順に従って、出願書類（調査書等）を提出してください。 

 

② 群馬県地域枠選抜出願書類 

本冊子及び群馬県による「群馬県緊急医師確保修学資金貸与制度 杏林大学医学部医学科「群馬

県地域枠」の御案内」の手順に従って、以下の書類を提出してください。 

1）2026 年度杏林大学医学部一般選抜群馬県地域枠受験申込書（本学所定用紙）  

2）2026 年度杏林大学医学部一般選抜群馬県地域枠誓約書（本学所定用紙） 

3) 同意書（群馬県所定用紙） 

※ 1）から 3）については、本学ホームページよりダウンロードしてください。 

杏林大学ホームページ→受験生サイト→入試概要→群馬県地域枠選抜をクリック 

（[URL] https://www.kyorin-u.ac.jp/univ/center/nyugaku/exam/region_gunma_medicine.html） 

※ 指定様式をダウンロードできない場合は、本学入学センター(0422-47-0077)まで連絡して

ください。 

3. 受付受験番号の確認について 

群馬県地域枠選抜の受験資格者の受験番号については、1 月 30 日（金）以降に本学ホームページ

上に掲載しますので、確認してください。 

 

 

7 合格発表 

インターネットによる合否照会システムで、合否結果を確認することができます。確認方法は、「2026

年度杏林大学学生募集要項」PⅡ-16 4 合格発表を参照してください。 

合否結果について、電話等による問い合わせには一切応じられません。 

合格者には、合格通知及び入学手続書類をインターネット出願サイト上で発行します。入学手続書類

は郵送されません。 
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入学手続 

本学の入学手続は、インターネットを利用して行います。 

合格者は、合格発表日翌日の、午前 10 時以降に、インターネット出願サイトにログインし、入学手

続を行ってください。 

※確認・印刷する書類が多いため、パソコンからのログインを推奨します。 

 

インターネット出願サイト（9 月 1日（月）より公開） https://e-apply.jp/ds/kyorin-u/ 

1. 手続きの方法 

インターネット出願サイト上で発行される入学手続書類（PDF）によって手続を行ってください。指

定の入学手続締切日（2 ページ参照）までに入学手続を完了してください（入学手続は、合格発表日翌

日の、午前 10 時から行えます）。指定締切日までに入学手続を完了しない場合は入学を許可しません。

「2026 年度杏林大学学生募集要項」も併せてご確認ください。 

本学窓口に入学手続書類を持参する場合は、医学部事務課入試係（三鷹キャンパス医学部講義棟Ａ  

1 階）にて、入学手続期間内の平日 9 時～16 時の間に来校してください。ただし、本学窓口では現金の

取り扱いができませんので、学納金は事前に金融機関で振込みを済ませておいてください。 

2. 学納金・諸費 

学納金は、入学金等を除き各学年とも 2 期に分けて納入してください。 
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8  群馬県緊急医師確保修学資金貸与制度について 

群馬県地域枠選抜に合格し、本学へ入学する者に対し、群馬県が群馬県緊急医師確保修学資金を貸与

します。なお、本修学資金の被貸与者は、同種の修学資金の貸与を受けることはできません。 

 

◎ 本修学資金制度につきましては、必ず本学ホームページに掲載される「群馬県緊急医師確保修学資

金貸与制度 杏林大学医学部医学科「群馬県地域枠」の御案内」にて確認してください。 

 

※上記資料については、本学ホームページよりダウンロードしてください。 

([URL] https://www.kyorin-u.ac.jp/univ/center/nyugaku/exam/region_gunma_medicine.html） 

1. 貸与額 
6 年間合計 1,800 万円 

2. 貸与期間 
入学した年の 4 月から卒業の月まで（貸与期間は正規の修業年限に限ります） 

ただし、休学・停学の期間、あるいは留年により同一学年を再度履修している年度は、貸与を休止

します。 

3. 修学資金の返還免除要件 
次の①～③の要件を全て満たした場合、修学資金の返還が免除されます。 

① 卒業後、貸与を受けた期間の 3 分の 5 に相当する期間（従事必要期間＝10 年間）、県内の特

定病院（公立病院等）で臨床研修及び診療業務に従事すること。 

② 4 年間以上は、将来勤務することとなる時点の群馬県保健医療計画に明記される「医師不足

地域」の特定病院又は「特に不足する診療科」のうちから、被貸与者の意見を聴取の上、群

馬県知事が指定する医療機関又は診療科に勤務すること（へき地医療拠点病院又はへき地診

療所に勤務する場合は 3 年間以上とする）。 

（②の対象期間については、医師として初めての研鑽の場となる臨床研修病院について、自

らの研修目標を達成するために適した研修病院を自由に選択することができるよう配慮し、

従事必要期間から臨床研修を除いた期間（8 年間）とします。） 

③ 従事必要期間は、群馬県地域医療支援センターが用意する「ぐんま地域医療リーダー養成キ

ャリアパス」に参加すること。 

4. 修学資金の返還 
次のような場合、貸与期間に年 10％の割合で計算した利息を加算して、修学資金を一括して返還す

ることが必要です。（知事が定める日までに修学資金を返還しなかったときの延滞利息 年 10.75％） 

① 貸与契約を解除した場合 

② 卒業の翌年までの医師国家試験に合格できなかった場合 

③ 卒業後、県内の特定病院で臨床研修に従事しなかった場合 

④ 県内の特定病院で従事必要期間、臨床研修及び診療業務に従事できなかった場合 

⑤ その他貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められる場合 
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5. その他 

1. 群馬県地域医療支援センターでは、「ぐんま地域医療リーダー養成キャリアパス」により、目

指す将来像に応じて、規模や特色の異なる病院や医師不足地域等をバランスよく経験しなが

ら、地域医療に貢献できるよう、卒後１０年間のキャリア形成を支援します。 

2. 貸与中は、群馬県地域医療支援センターが実施する地域医療に関する特別プログラム（地域

医療体験セミナー等）に、毎年参加してください。 

3. 大学院進学や、育児休業の期間等は、診療従事の中断事由として認められます。 

4. 従事必要期間には、卒業後の研修期間（臨床研修・専門研修）も含まれます。 

5. 特定病院での従事期間が従事必要期間に満たないときでも、在職期間に応じ修学資金の返還

が一部免除されます。 

6. 従事必要期間の中断 
次のような場合、従事必要期間の中断が認められます。 

① 疾病又は災害により業務に従事することができなかった期間（実際にかかった時間） 

② 育児休業をした期間（実際にかかった時間） 

③ 大学院（医学を履修する課程に限る）に在学した期間（５年まで） 

④ 外国の大学又は大学院、医療機関、研究機関等において医学に関する研修等に従事した期間（５

年まで） 

⑤ 特定病院で実施する後期研修のプログラムの一環として、特定病院以外の医療機関に勤務した

期間（３年まで） 

⑥ 県の医療水準向上に資すると認められる専門知識を習得するため特定病院以外の医療機関に勤

務した期間（３年まで） 

7. 修学資金の貸与手続き 
1. スケジュール 

入学手続終了確認後、申請書類提出について群馬県から通知します。  

※通知する郵送先は大学から情報提供をいたしますので、予め御了承ください。  

【提出書類】 

・修学資金貸与申請書  

・保証書  

・戸籍抄本  

・所得証明書（父母又は配偶者）  

・合格通知書の写し など  

群馬県による意思確認の面接を経て、群馬県との間で貸与契約書の締結を行います。その際、

連帯保証人２名が必要です。 

 

2. 貸与方法 

毎年度貸与契約を締結し、２か月分ごとに、御指定の銀行口座に振り込みます。 

（毎年度初回分は、４月に遡った月数分を振り込みます。） 


